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関係事業所長　様

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課長　

移動支援事業改正に係る留意事項について（通知）

　平素より障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。１８川健障計第６６７号及び６６９号により、移動支援事業を4月1日付で改正したところですが、このことについていくつかの事業所より照会をいただいていることがございますので、このことにつきまして次のとおり周知いたします。

１　支援計画・記録の取扱いについて

　支援計画・記録の作成を義務付けたところですが、これを毎月提出していただく必要はありません。実地指導の際に確認します。

２　代理受領委任状の再提出について

　代理受領委任状は、支給決定の期間更新に伴って再提出をお願いしているところですので、４月にすべての方の分を提出していただく必要はありません。支給期間は、受給者証に記載してありますが、この期間を満了して、支給決定を更新したときに提出していただくこととなります。

３　経過措置加算の取扱いについて

　経過措置加算は、提供体制加算の廃止に伴う減収に対して措置するものですので、提供体制加算の算定対象となっていなかった事業所は、本加算の対象となりません。

４　受給者証の更新について

　今回の改正は、報酬基準の改正のみですので、これに伴う支給内容の変更は想定されないことから、今回の改正を理由とした受給者証の更新はありません。

健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課　
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